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【ワーキング・セッションⅣ：情報アクセシビリティ】 

～視聴覚障害者向け放送の普及の実施状況について～ 

（障害者基本計画 ６－（２）－１） 
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１ 施策の概要 

   国立研究開発法人情報通信研究機構が次の助成金を交付するために必要な経

費を、同機構に対し交付する。 

① 字幕番組・解説番組を対象とした支援 

字幕番組、解説番組を制作する者に対し、その制作費の２分の１を上限とし

て助成金を交付する。 

② 手話番組等を対象とした支援 

   特に普及が遅れている手話番組については、手話番組を制作する者や、日常   

 生活用具給付等事業（障害者総合支援法第７７条第１項第６号）により給付さ  

 れている「聴覚障害者用情報受信装置」で受信する放送番組の手話翻訳映像を 

 制作・提供する者に対して、その費用の２分の１を上限として助成金を交付す 

 る。 

③ 字幕付与等設備整備支援 

一般の番組に比べて取組が遅れているＣＭ番組への字幕付与について、ＣＭ

素材への字幕付与のチェックを行う機器の整備を行う者に対して、その費用の

２分の１を上限として助成金を交付する。 

※ 字幕番組、解説番組、手話番組の制作費等の一部助成については、身体障害者の利便

の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律（平成５年法

律第５４号）に基づいて実施。 

 

 

２ 所要経費（一般会計） 

平成２７年度予算額 ３５０百万円 

平成２６年度予算額 ４００百万円 

 

  字幕番組、解説番組、手話番組の制作費等に対する助成を通じて、
視聴覚障害者向け放送の充実を図ることにより、放送を通じた情報ア
クセス機会の均等化を実現。 

字幕番組・解説番組等の制作促進 
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「スマートテレビ時代における字幕等の在り方に関する検討会」 

取りまとめ（H26.7）（概要）＜字幕付きＣＭ関係＞ 

 

１．字幕付きＣＭの現状等 

○ 字幕番組（※１）は着実に増加（※２）。一方、放送時間の２割に及ぶＣＭの字幕は「トラ

イアル」（試行的な字幕付与）のみ（※３）。 

※１ 聴覚障害者や耳の聞こえにくくなった高齢者等のために、テレビ番組の音声を

文字化して画面に表示するサービス。 

※２ ＮＨＫ、キー局は 2017年度に技術的に可能な番組の 100％字幕付与の目標を設

定。現状で 80～90％の水準。（総放送時間に占める字幕放送の割合（平成 25年度）

は、ＮＨＫ（総合）72.3％、在京民放キー局平均 52.3％） 

※３ 2010 年以降、パナソニック、ライオン、花王など 10 社程度がトライアルを実

施。2013年度は７番組程度で実施。 

 

○ 「障害者基本計画」（H25.9 閣議決定）で字幕放送の普及に関し新たに「字幕付きＣ

Ｍ」を明記（※４）。また、「障害者権利条約」(※５)を批准（H26.1）。取組の加速化が必要。 

※４ 「字幕放送（CM 番組を含む）、解説放送、手話放送等の普及を通じた障害者の

円滑な放送の利用を図る。」 

※５ 「マスメディアがそのサービスを障害者にとって利用しやすいものとするよう

奨励すること。」等を含む。 

 

２．字幕付きＣＭの普及に向けた提言 

○  字幕付きＣＭの普及推進への道筋を示すため、取組目標や達成時期等を定めた 「ロ

ードマップ」を策定。次の事項について明記。なお、３年後に見直しを行う。 

（１） １社提供枠（※６）について、来春に「トライアル」から本格運用(※７)へ 

（２） 複数社提供枠について、来春に新たに「トライアル」をスタート 

（３） 民放連、広告業協会、広告主協会の連携の場「字幕付きＣＭ普及推進協議会」（仮

称）を今秋に立ち上げ、引き続き課題の検討等（※８）を行う。 

※６ 番組の間の CMが特定の１社のみの時間枠 

※７ 現在の暫定的な「ガイドライン」による運用から、通常の「テレビＣＭ素材搬

入基準」に基づく運用に。 

※８ 活動内容の例：字幕付き CM に関連するセミナーの開催、課題の検討、業界内

の情報共有等。障害者団体等からも意見を聴取、検討に反映。 

 

○ 放送局設備は、改修時期に合わせて順次字幕付きＣＭ対応のものにする。 

 

○ 字幕付きＣＭの早期普及に向けて、国は必要な支援策を講じ、その環境整備を行うこ

とが必要。 
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視聴覚障害者向け放送普及行政の指針 
（平成 19 年 10 月 30 日策定） 

（平成 24 年 10 月 2 日改定） 

 

１ 字幕放送（注 1） 

 普及目標の対象 
目標 備考 

対象時間 対象番組 

ＮＨＫ 

7時から24時 

字幕付与可能

な全ての放送

番組（注 2） 

2017 年度までに

対象の放送番組

の全てに字幕付

与 

大規模災害等緊

急時放送につい

ては、できる限り

全てに字幕付与 

災害発生後速や

かな対応ができ

るように、できる

限り早期に、全て

の定時ニュース

に字幕付与 

教育放送につい

ては、できる限り

目標に近づくよ

う字幕付与する。

放送大学学園 

聴覚障害者等の

ニーズの実態を

踏まえ、できる限

り多くの放送番

組に字幕付与 

 

地上系民放 

放送衛星による放

送(NHK の放送を除

く) 

2017 年度までに

対象の放送番組

の全てに字幕付

与 

大規模災害等緊

急時放送につい

ては、できる限り

全てに字幕付与 

県域局について

は、できる限り目

標に近づくよう

字幕付与する。 

独立Ｕ局及び放

送衛星による放

送については、目

標年次を弾力的

に捉えることと

する。 

通信衛星による放

送 

有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送 

当面は、できる限

り多くの放送番

組に字幕付与 

 

注１ 字幕放送には、データ放送やオープンキャプションにより番組の大部分を説明してい

る場合を含む 

注２「字幕付与可能な放送番組」とは次に掲げる放送番組を除く全ての放送番組 

①技術的に字幕を付すことができない放送番組（例 現在のところ、複数人が同時に会話

を行う生放送番組） 

②外国語の番組 

③大部分が器楽演奏の音楽番組 

④権利処理上の理由等により字幕を付すことができない放送番組 
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２ 解説放送 

 普及目標の対象 
目標 備考 

対象時間 対象番組 

ＮＨＫ 

7時から24時 

権利処理上の

理由等により

解説を付すこ

とができない

放送番組を除

く全ての放送

番組（注 3） 

2017 年度までに

対象の放送番組

の 10％に解説付

与 

教育放送につい

ては、対象の放送

番組の 15%に解説

付与する。 

放送大学学園 

視覚障害者等の

ニーズの実態を

踏まえ、できる限

り多くの放送番

組に解説付与 

 

地上系民放 

放送衛星による放

送(NHK の放送を除

く) 

2017 年度までに

対象の放送番組

の 10％に解説付

与 

県域局について

は、できる限り目

標に近づくよう

解説付与する。 

独立Ｕ局及び放

送衛星による放

送については、目

標年次を弾力的

に捉えることと

する。 

通信衛星による放

送 

有線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ放送 

当面は、できる限

り多くの放送番

組に解説付与 

 

注３ 「権利処理上の理由等により解説を付すことができない放送番組」とは次に掲げる

放送番組 

①権利処理上の理由により解説を付すことができない放送番組 

②２か国語放送や副音声など２以上の音声を使用している放送番組 

③５.1ｃｈサラウンド放送番組 

④主音声に付与する隙間のない放送番組 

 

 

 

 

３ 手話放送 

ＮＨＫにおいては、手話放送の実施時間をできる限り増加させる。放送大

学学園、地上系民放、放送衛星による放送（ＮＨＫの放送を除く）、通信衛星

による放送及び有線テレビジョン放送においては、手話放送の実施・充実に

向けて、できる限りの取り組みを行う。 
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